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町田市議会 政務活動費
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日々仕分け、少なくとも月次の仕分けのされている帳簿は存在しない(存在しないので公開のしようもない)。

たつた1頁の収支報告書だけが公開されている。

訴訟対象の3会派は、税金の支出対象である「会派の行う活動」の会計処理については、会計責任者である議員が、

会派内だけでわかる符丁(暗号)によつて、個人の支出額を足し上げて、会派の支出額として、収支報告している。

会計帳簿なしに決算を認定する税務署はない。議員なら許されるとでも思っているのか…。

盆派ろ勝資噺スだも、どぢδだ0馴″1賃″を貞わなιl危紹み ζカラクリノ ノ2

町田市議会では実態として、会派の行う活動が乏し<、 一部会派を除き、仕方なく議員個人の活動をもつて「会派の行

についても政務活動としての支出について、議員の会計帳簿や収支報告もなしで済ませてい

の公正性

の活動

のだか

しているこの仕組み (カ ラクリ)は、議員が好んで使う「説明責任」を果たす意思がないことは明ら

◆まちだ市民クラブの2014年 度・ 2015年 度の暗号 1→谷沢 2→河辺 3→戸塚 4→わたべ 5→佐藤 6→森本 7→田中 8→石井 9→おぜき

◆2016年 度は番号も名前も消える ◆2017年 度 《領収書等添付用紙》に小さく数字 領収書の名前はマスキンク
｀
 1→おぜき 2→石井 3→佐藤

4→田中 5→谷沢 6→戸塚 7→森本 8→わたベ

1

や透明性を確保し、市民に説明しなければならないのに、それがない !

で、説明資料も存在しない。

ら議員の活動の支出の説明責任はないのだとしている !

も、どちらにも説明責任を負わない仕組みを作つている。税金を原資としている

議会と

し



政
治
団
体

「新
井
よ
し
な
お
後
援
会
」
の
所
在
地
が

町

市
玉
川
学
園

８

‥
１
８

‐
２
３
で

あ
る
こ
と
が
、

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
の
政
治
団
体
届
け
出
資
料
で
判
明
！

・
政
治
団
体

「新
井
よ
し
な
お
後
援
会
」
所
在
地
で
の
２
０
１
４
年
～
２
０
１
７
年
の
新
雨
一優

職̈
一入
一ミ
は
、

‐
６
・ぉ
フ
Ｏ
Ｓ
ｌ
」ｎ
ｉ
蝿
一一ぶ
一、

、゙
一代
ｌ
ミ
一分

．
ィ
じ
タ
ー
ネ

ッ
ト
到ヽ
一用
一粗
ざ
り
し
―
ン
オ
じ
と
ヽ
ヽヽお
転
い一ミ
．

サ
ー
ビ
」̈ス
一等

の

漁ヽ
だヽ

ドヽ
の

ざヽ
ぼ
【ほ
ン
フ

バヽ
・ｅ
２
４
Ｓ
ｈ
「
。

腱
後
援
会
事
務
所
の
新

代

・
電
話
代
が
税
金

（政
務
活
動
費
）
で
支
払
わ
れ
て
い

政
治
団
体

「重
太

な
」
の

ム
に

し
た
収
支
報
告
書
に

，

，
Ｘ渾

ル
ム́
ロ

（税
金
）
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
！
！

・
政
治
団
体

「
重
太
郎
後
援
会
」
は
、
平
成
３
１
年
３
月
２
５
日
に
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
に
収
支
報
告

書
を
提
出
。
牧ヽ
一冶
爵
ヽ
Ｎ
、の
内
駅ヽ
に
よ
る
と
、
宣
伝
事
業
費

（ポ
ス
テ
イ
ン
グ
）
ヽ
職
ｅ
Ｑ
・ヽ

２
月
も
時
、

１
ン
ゝ
．４
Ｓ
ａ
Ｓ
、
、　
ｅ
月
ブ
ミ
、
ａ
２
ヽ
フ
９
２
Ｓ
ヽ
、
支
出
を
受
け
た
者
の
氏
名
は
い
ず
れ
も
、

有
限
会
社
ら
い
ふ

（神
奈
川
県
相
模
原
市
二
本
松
１
１
３
７

‐
１
３
）
と
あ
る
。

ｕ
一
方
、
町
田
市
議
会
政
務
活
動
費

《
ま
ち
だ
市
民
ク
ラ
ブ

・
２
０
１
７
年
度
　
広
報
費
》
の
支
出
に
は
、

ミ

，
職

ご

Ｏ

Ａｔ
ｒ
２

角

・Ｓ

ミ

、

１

フ

バヽ
リ
４

Ｓ

ａ

Ｓ

ヽ

「
、

３

ハ

ブ

ミ

、

２

２

バヽ
ザ

Ｓ

ｔ

ｅ

ヽ
「
、

な

ス

ヽ

イ

じ

グ

代

が
支
出
さ
れ
て
い
る
。
領
収
書
に
は
有
限
会
社
ら
い
ふ

（相
模
原
市
緑
区
二
本
松
１
‐
３
７

‐
１
３
）
と

あ
る
。

・
政
務
活
動
費

（税
金
）
で
、
選
挙
活
動
！

（維
新
の
夜
明
け
は

ま
だ
ま
だ
ぜ
よ
…
竜
）

∽
〓
．８

の
詳
細
で

■
」

ザ
ノ

自
川
て
つ
や

農
工
大
へ
の
通
学
の
交
通
費
支
出
か
！
？

２
０
１
４
年
４
月
か
ら
７
月
、
計
８
回
の
支
出
！

２
０
ｌ
ｅ
筆
・象椰
逃ヾ
一食
一一総
一ミ
ヽヽ、熱
業
の
」最
終
一単
」懸
一は

ヽ
単
」轡
一け牌
、大
ヽ
こ椰
いヽ
単
・郎
な棒
一ミ
一学
・科
．熟
墾
ぶゝ

ｌ
ξ
冬
ぃ

い
ヽヽ嗜
一^聡
いヽ滞
一ヽ
いヽ選
一ヽ

の
選
一ヽ

・ヽ
一鶉
、お

・は
、
ミ量
奏̈
一ヽ
膠
（ヽ
すミ
ヽ
ぼ穏
（一ミ
ロ入
一ゝ
・

甲農
学
部
に
問
い
合
わ
せ
し
た
と
こ
ろ
、
「国
際
環
境
農
学
科
の

ま

で

、

」
と

の
こ
と
。

農

工
大

（府
中
市
）
に
通
学
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
―

し
・υ

活
動
費

′
　
】

Ｌ
Ｃ

て

口
‥
）
た
ポ
ス
テ
ィ
ン
グ
代
は
、
，政
務

υ）活
動
費

L_

2



石
川
よ
し
た
だ
議
員
、
切
手
を
購
入
し
、
同
時
に
そ
の
切
手
で

＞
こ
だ
ノ
≫
Ｐ
７

７

ど
ｆ

√駐
ノ
産
だ
ノ
』／

け
で
添
付
し
、

２
枚
の
領
収
証
書
は
、
通
信
費
と
広
報
費
に

支
出
の
２
重
計
上
―
ト

・
ａ
０
１
４
無
毯
・月
ａ
Ｓ
ヽ
ぬ
ヨ
」掛
・の
、

」岬
一軸
状
二警
一ヽほ
一̈郵
燎
（一ヽ
一一繁
一一岱
”Ｑ
Ｒ
数
の

１
枚
は
、
切
手
購
入
代
金
、　
１
お
．Ｓ
ａ
Ｓ
Ｓ
ｈ
．
（領
収
証
書
発
行
時
間
は
１
分
違
い
）。

も
う
１
枚
は
、
２
２
９
通
の
定
形
郵
便
の
送
料
、　
１
為
Ｓ
２
Ｓ
Ｓ
ｈ
を
切
手
で
支
払
っ
た
も

“
切
手
購
入
の
領
収
証
書
は
通
信
費
と
し
て
、
政
務
活
動
費

（税
金
）
と
し
て
受
け
取
り
、
も
う

形
郵
便
の
送
料
の
領
収
証
書
は
広
報
費
と
し
て
政
務
活
動
費

（税
金
）
で
受
け
取
る
！
１
万
６

払

っ
て

、
も

ハヽ
ｖと
ヽ

ｌ
Ｓ
ｂ
慧
ｘ
け
取
る

！
―

■
″

　

〓
ノ

溌

ス

“
゛
　
・

て

ば
怖
く
な
い
状
態
！

《
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
に
政
治
団
体
と
し
て
届
け
出
し
て
い
る
政
治
団
体
所
在
地
は
自
宅
》

＝
谷
沢
和
夫
議
員
　
【社
会
民
主
党
町
田
総
支
部
】

”
森
本
せ
い
や
議
員
　
【森
本
せ
い
や
後
援
会
】
　

【鶴
川
地
域
の
声
を
市
政
に
届
け
る

・
佐
藤
か
ず
ひ
こ
議
員

・
か
わ
べ
康
太
郎
議
員

・
戸
塚
正
人
議
員

・
お
ぜ
き
重
太
郎
議
員

・
石
井
く
に
の
り
議
員

。
わ
た
べ
真
実
議
員

・
田
中
の
り
こ
議
員

・
お
さ
む
ら
敏
明
議
員

・
石
川
よ
し
た
だ
議
員

“
い
わ
せ
和
子
議
員

・
藤
田
学
議
員

・
市
川
勝
斗
議
員

・
吉
田
つ
と
む
議
員

。
大
西
宜
也
議
員

。
白
川
哲
也
議
員

・
新
井
よ
し
な
お
議
員

【新
井
よ
し

【佐
藤
か
ず
ひ
こ
後
援
会
】

【か
わ
べ
康
太
郎

。
種
ま
き
会
】

【戸
塚
正
人
後
援
会
】
【町
田
の
未
来
を
考
え
る
会
】

【重
太
郎
後
援
会
】
【町
田
市
民
の
声
を
カ
タ
チ
に

【石
井
く
に
の
り
後
援
会
】
【町
田
み
ら
い
作
り

【綿
の
実
の
会
】
（政
党

口
町
田
生
活
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

【田
中
の
り
こ
と
未
来
を
描
く
会
】
（政
党
・
町
田
生
活
者
ネ
ッ

【自
由
民
主
党
東
京
都
町
田
市
第
十

一
支
部
】
【お
さ
む

【自
由
民
主
党
東
京
都
町
田
市
第
十
八
支
部
】
【

【岩
瀬
和
子
後
援
会
】

【藤
田
学
後
援
会
】

【自
由
民
主
党
東
京
都
町
田
市
第
十
七
支
部
】

【吉
田
つ
と
む
後
援
会

（東
京
み
ら
い
２
１
）】

【吉
田
勉
を
応
援
す
る
会
〓
ね
っ
と
わ
―
く

【大
西
の
ぶ
や
後
援
会
】

【政
治
を
か
え
る
会
】

口
若
林
あ
き
よ
し
議
員

【若
林
あ
き
よ
じ
サ
ポ
ー
タ
ー
ク
ラ
ブ
】

ａ
渡
辺
厳
太
郎
議
員
　

【渡
辺
げ
ん
た
ろ
う
後
援
会
】

・
本
目
田
英
男
議
員
　

【木
目
田
英
男
　
後
援
会
】

爛
松
岡
み
ゆ
き
議
員

　
【松
岡
み
ゆ
き
後
援
会
】

・
三
遊
亭
ら
ん
丈
議
員

【三
遊
亭
ら
ん
丈
政
治
後
援
会
】
（実
家
↓
自
宅
）

（実
家
）

.|:



ノm._ハ ー .メ嗜‐織 ハ 懸メ
ー

ノ亀・ ,一人 ●ノ ｀
″
公金 (政務活動費)は、外に説明する責任をのがれることはない |

2015年 2月 23日に提出された町田市監査委員の監査報告書
「2014年財政援助団体等監査の結果について」は、この裁判の原点です。

「2013年度の町田市議会政務活動費の交付を受けた13の会派の会計帳簿の

確認を実施したところ、その結果、会計帳簿の整備を確認できたのは一会派であつた。

また、2会派については、不備があったものの、確認できたが、これを除く会派につ

いては不明であった。」
「公金 (政務活動費)は条例・規則に基づき、組織 (会派)に交付されており、

組織 (会派)の活動に充当されているかどうかを見る必要があります。組織のお金

には、規律ある管理が求められると同時に出i睦の:状遡饉颯遼鞭整世壺斑里i虫登量艇ガ|

生堕菫立餞ましてや公重1週lk」1量遠囲:狙立る:藤i幽1通1型|コ1塵l■登二.こ力1遊|ユ:蛙1鳳:塑生鯉

そ の た め に は 、会 計 帳 簿 が 必 要 に な りま す1」 (2014年財政援助団体等監査の結果についてより)
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*11月 22日 原告準備書面 (18)原告準備書面 (19)
原告準備書面 (20)を裁判所に提出しました。

11月 28日 第12回期日が開かれました。

次回期日2月 6日です。
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◇ 町田市政を考える会・草の根のホームページをご覧下さい !

h主主2L∠/www.壁achida―kusanQne.oom
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